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午前 ９時００分 開会 
（出席議員 １８名） 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（中川一男君） ご出席ご苦労に存じます。

ただ今の出席議員は１８名でございます。 

これより平成１８年第１回上富良野町議会臨時会

を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布のと

おりであります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち議会運

営等諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） ご報告申し上げます。 

今臨時会は５月９日に告示され、同日、議案等の

配布をいたしました。 

今臨時会の会期日程等その内容は、お手元に配布

の議事日程のとおりであります。 

今期臨時会に提出の案件は、町長からの提出の議

案第１号ないし議案第４号の４件、報告第１号ない

し報告第２号の２件であります。議員からの提出案

件は、発議案第１号の１件であります。 

今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配布のとおり出席いたしております。 

以上です。 

○議長（中川一男君） 以上をもって議会運営等諸

般の報告を終わります。 

 

  

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

５番 小 野  忠 君 

６番 米 谷  一 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 報告第１号専決

処分（上富良野町税条例の一部を改正する条例）の

報告を行います。 
本件の報告を求めます。 
税務課長。 

○税務課長（高木香代子君） ただいま上程いただ

きました専決処分の報告の件につきまして、初めに

その概要を説明申し上げます。 

国会におけます平成１８年度の税制改正法案の成

立が３月末になりますことから、３月定例議会にお

きまして町税条例の一部を改正する条例につきまし

て、町長の専決処分事項としての議決をいただきま

した。３月２７日国会におきまして、税制改正法案

が成立し３月３１日公布されましたので、平成１８

年４月１日をもちまして町税条例の一部を改正する

条例の専決処分をいたしましたので、ここにご報告

申し上げます。 

今回の町税条例の一部の改正につきまして、その

主な改正点をご説明申し上げます。 

第１点目といたしまして、個人町民税所得割の税

率を１０％の比例税率となることから所要の改正を

するものであります。第２点目といたしまして、個

人町民税所得割・均等割の非課税限度額において、

控除対象親族を有するものの加算額が引き下げにな

ることから所要の改正をするものであります。第３

点目としまして、定率減税の廃止であります。第４

点目といたしまして、土地に掛かる固定資産税の負

担調整措置の見直しであります。負担水準が低い土

地について、制度を簡素化し均衡化を一層促進する

措置を講ずるための所要の改正をするものでありま

す。第５点目といたしまして、たばこ税の税率の引

き上げであります。１，０００本につき３，２９８
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円に、旧３級品につきましては１，０００本につき

１，５６４円に引き上げるものであります。第６点

目といたしまして、国民健康保険税の介護納付金課

税額の限度額を８万円から９万円に改めるものであ

ります。以上が主な改正点であります。以下議案を

朗読し、ご説明申し上げます。 

報告第１号 専決処分の報告の件。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている次の事項について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

記。 

処分事項、上富良野町税条例の一部を改正する条例。

次のページをお開き願います。 

専決処分書、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づき、議会の議決により指定された町長の専決

処分事項について、次のとおり専決処分する。 

記。 

上富良野町税条例の一部を改正する条例（別紙の

とおり）。 

平成１８年４月１日 上富良野町長 尾岸孝雄。

上富良野町税条例の一部を改正する条例。第１条 

上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第 

１０号）の一部を次のように改正する。 

この後につきましては、条例の朗読を省略させて

いただき、条を追って内容の説明をいたしますので

ご了承願いたいと思います。 

第２４条第２項につきましては、個人の町民税の

非課税の範囲の規定でありまして、均等割の非課税

限度額について控除対象親族を有するものの加算額

を１８万円から１７万円に改めるものであります。 

第３１条第２項につきましては、均等割の税率の

規定でありまして、地方税法の改正による条文の整

理であります。 

第３４条の２につきましては、所得控除の規定で

ありまして、損害保険料控除を改組し地震保険料控

除に改めるものであります。 

第３４条の３第１項につきましは、所得割の税率

の規定でありまして課税所得３段階の税率から一律

６％に改めるものであります。 

第３４条の４につきましては、見出しを法人税割

の税率の規定に改め変動所得または臨時所得の平均

課税方式を１８年度をもって廃止するものでありま

す。 

第３４条の６につきましては、見出しの法人税率

の税率の規定を改め、新たに設けた調整控除の規定

であります。所得税と個人町民税の人的控除額の差

に基づく負担増を調整するため、個人町民税の所得

割から減額措置するものであります。個人町民税の

課税所得金額は、２００万円以下の場合５万円に人

的控除額の差の合計額を加算した金額または、個人

町民税の課税所得金額のいずれか小さい額の１００

分の３に相当する金額を控除する規定であります。

個人町民税の課税所得金額が２００万円超の場合、

５万円に人的控除額の差の合計を加算した額から町

民税の課税所得金額から２００万円を引いた額を差

し引き、その金額の１００分の３に相当する金額を

控除する規定であります。 

次のページをお開き願います。 

第３４条の７につきましては、外国税額控除の規

定でありまして、地方税法の改正による条文の整備

であります。 

第３４条の８につきましては、配当割額又は株式

等譲渡所得割額の控除の規定でありまして、同条第

１項については控除率１００分の６８を５分の３に

改め、条文の整備であります。同条第２項追加の第

３項については、所得割額から控除することができ

なかった金額がある時は、控除することができなか

った金額をその年度分の道民税または町民税に充当

するものとする規定の条文の整備であります。 

第３６条の２につきましては、町民税の申告の規

定でありまして同条第１項につきましては、損害保

険料控除額を地震保険料控除額とするものでありま

す。同条第６項につきましては、所得税法の改正に

よる条文の整備であります。 

第５１条第１項につきましは、町民税の減税の規

定でありまして条文の整備であります。 

第５３条の４につきましては、分離課税に係る所

得割の税率の規定でありまして、所得割の３区分に

よる税率を一律１００分の６とするものであります。 

第５７条につきましては、固定資産税の非課税の

規定の適用を受けようとするものがすべき申告の規

定でありまして、地方税法の改正による条文の整備

であります。 
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第５９条につきましては、固定資産税の非課税の

規定の適用を受けなくなった固定資産税の所有者が

すべき申告の規定でありまして、地方税法の改正に

よる条文の整備であります。 

第６１条につきましては、固定資産税の課税標準

の規定でありまして、同条第９項、同条第１０項の

特例措置に文化財保護法に規定する家屋及び土地を

加え条文の整備であります。次のページに参ります。 

第９５条につきましては、たばこ税の税率の規定

でありまして、税率３，０６４円に改めるものであ

ります。 

附則第５条につきましては、個人の町民税の所得

割の非課税の範囲等の規定でありまして、同条第１

項につきましては所得割の非課税限度額について、

控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算

額３５万円を３２万円に改めるものであります。同

条第２項、同条第３項につきましては、地方税法の

改正による条文の整備であります。 

附則第６条につきましては、居住用財産の買い替

え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の規

定でありまして、同条第１項、同条第３項、同条第

５項につきましては、地方税法の改正による条文の

整備であります。 

附則第６条の２につきましては、特定居住用財産

の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の規定でありま

して、同条第１項、同条第３項、同条第５項につき

ましては、地方税法の改正による条文の整備であり

ます。 

附則第６条の３につきましては、阪神淡路大震災

にかかる雑損控除額等の特例の規定でありまして、

同条第１項、同条第２項については地方税法の改正

による条文の整備であります。 

附則第７条については、個人の町民税の配当控除

の規定でありまして、同条第１項、同条第２項地方

税法の改正による条文の整備であります。次の頁を

お開き願います。 

附則第７条の２につきましては、配当割額または

株式等譲渡所得割額の控除の特例の規定であり地方

税法の改正により削除するものであります。 

附則第７条の３につきましては、個人の町民税の

住宅借入金等特別税額控除の規定でありまして、新

たに創設されたものであります。平成２０年度から

２８年度までに限り平成１９年度以降の所得税にお

いて、税源移譲に伴い住宅借入金等特別税額控除の

適用がある者のうち、控除される所得税が減少する

者については、翌年度の個人町民税において減少し

た金額に相当する額を減額する措置の規定でありま

す。 

附則第８条につきましては、肉用牛の売却による

事業所得に係る町民税の課税の特例の規定でありま

して、所得割の税率１００分の１を１００分の０．

９に改め、各項において地方税法の改正による条文

の整備であります。 

附則第９条につきましては、町民税の分離課税に

係る所得割の額の特例等の規定でありまして、比例

税率化に伴い退職所得に係る町民税の特別徴収税額

表の廃止と地方税法の廃止による条文の整備であり

ます。 

附則第１０条の２につきましては、新築住宅等に

対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告の規定でありまして、同条３項

については特定優良賃貸住宅に係る減額措置を所要

の経過を講じた上で廃止、同条第４項を同条第３項

とし、同条第５項を同条第４項とし、地方税法の改

正による条文の整備であります。同条第５項につい

ては、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の

創設であります。一定の基準において固定資産税を

２分の１に減額するものであります。 

附則第１１条につきましては、土地に対して課す

る固定資産税の特例に関する用語の意義の規定であ

りまして、見出しの年度を１８年度から平成２０年

度までと改め、土地に係る負担調整措置が見直され

たことによる用語の規定の整備であります。 

附則第１１条の２につきましては、土地の価格の

特例の規定でありまして見出しの年度を平成１９年

度または平成２０年度と改め条文の整備であります。 

附則第１２条につきましては、宅地に対して課す

る固定資産税の特例の規定でありまして、見出しの

年度を平成１８年度から平成２０年度までと改め、

同条第１項につきましては宅地等に係る固定資産税

額については、前年度課税標準額に当該年度の評価

額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額を課

税標準額とした場合の税額を限度とする規定に改め

るものであります。次のページをお開きください。 
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同条第２項につきましては、当該税額は当該住宅

用地または商業地等の当該年度の価格に１０分の８

または１０分の６を乗じて得た額を課税標準額とし

た場合の税額の限度に改めるものであります。同条

第３項については、当該宅地等の当該年度の価格に

１０分の２を乗じて得た額を課税標準額とした場合

の税額を下限とする規定に改めるものであります。

同条第４項につきましては、住宅用地のうち負担水

準が０．８以上の土地については前年度課税標準額

を据え置く規定に改めるものであります。同条第５

項については、商業地等の負担水準が０．６以上０．

７以下の土地に係る固定資産税額については、前年

度の税額とする規定に改めるものであります。右の

頁にいきます。同条第６項につきましては、商業地

等のうち負担水準が０．７を超える土地に係る固定

資産税額については、当該年度の評価額に１０分の

７を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額と

する規定であります。 

附則第１２条の２は地方税法の改正により削除い

たします。 

附則第１３条につきましては、農地に対して課す

る固定資産税の特例の規定でありまして、見出しの

年度を平成１８年度から平成２０年度までに改め、

地方税法の改正による条文の整備であります。 

附則第１３条の３につきましては、著しい地価下

落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置を廃止

するものであります。 

附則第１４条につきましては、免税店の適用に関

する特例の規定でありまして、地方税法の改正によ

る条文の整備であります。 

附則第１５条の２につきましては、特別土地保有

税の課税の特例の規定でありまして、同条第１項に

つきましては地方税法の改正による条文の整備であ

ります。同条第２項を削除し、同条第３項を同条第

２項に同条第４項を同条第３項に同条第５項を同条

第４項にし、同条第６項を同条第５項に改め、地方

税法の改正による条文の整備であります。 

附則第１６条の２につきましては、たばこ税の税

率の特例の規定でありまして、同条第１項、同条第

２項については、特例の適用は平成１８年７月１日

とし税率千本につき２，９７７円を３，２９８円に

旧３級品については、千本につき１，４１２円を１，

５６４円と改めるものであります。 

附則第１６条の４につきましては、土地の譲渡等

に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例の規定

でありまして、所得割に課する税率を１００分の９

を１００分の７．２に改め、各項において地方税法

の改正による条文の整備であります。 

次のページをお開きください。 

附則第１７条につきましては、長期譲渡所得に係

る個人の町民税の課税の特例の規定でありまして、

同条第１項につきましては所得割の税率１００分の

３．４を１００分の３に改め、同条第２項、同条第

３項につきましては、地方税法の改正による条文の

整備であります。 

附則第１７条の２につきましては、優良住宅地の

造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る町民税の課税の特例の規定でありまして、

同条第１項については譲渡益２，０００万円以下の

部分において所得割の税率１００分の２．７を１０

０分の２．４に改めるものであります。譲渡益２，

０００万円超の場合においては、５４万円を４８万

円に改めた金額と２，０００万円を控除した金額の

１００分の３．４を１００分の３に改めた金額の合

計額とするものであり、各項において地方税法の改

正による条文の整備であります。 

附則第１７条の３第１項につきましては、個人用

財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の町

民税の課税の特例の規定でありまして、特別控除後

の譲渡益６，０００万円以下の部分においては、所

得割の税率１００分の２．７を１００分の２．４に

改めるものであります。特別控除後の譲渡益６，０

００万円を超える部分においては、１６２万円を１

４４万円に改めた金額と所得割の税率１００分の３．

４を１００分の３に改めた金額の合計額とするもの

であります。 

附則第１８条につきましては、短期譲渡所得に係

る個人の町民税の課税の特例の規定でありまして、

同条第１項については所得割の税率１００分の６を

１００分の５．４に改めるものであります。同条第

３項については、国等に対する譲渡について所得割

の税率１００分の３．４を１００分の３に改め各項

において地方税法の改正による条文の整備でありま

す。同条第５項につきましては、同条第１項の規定
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の適用がある場合の読み替え規定であります。 

次のページにいきます。 

附則第１９条につきましては、株式等に係る譲渡

所得等に係る個人の町民税の課税の特例の規定であ

りまして、同条第１項につきましては、所得割の税

率１００分の３．４を１００分の３に改め同条第２

項、同条第３項を削除し同条第４項を同条第２項に

改め、各項において地方税法の改正による条文の整

備であります。 

附則第１９条の２につきましては、特定管理株式

が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課

税の特例の規定でありまして、地方税法の改正によ

る条文の整備であります。 

附則１９条の３につきましては、上場株式等の譲

渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税

の課税の特例の規定でありまして、所得割の税率１

００分の２を１００分の１．８に改め地方税法の改

正による条文の整備であります。次の頁をお開きく

ださい。 

附則第１９条の４につきましては、特定口座を有

する場合の町民税の所得計算の特例の規定でありま

して、地方税法の改正による条文の整備であります。 

附則第１９条の５につきましては、上場株式等に

係る譲渡損失の繰越控除の規定でありまして、同条

第１項、同条第２項については、地方税法の改正に

よる条文の整備であります。 

附則第２０条については、特定中小会社が発行し

た株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等

の課税の特例の規定でありまして、同条第１項、同

条第３項、同条第４項、同条第７項については、地

方税法の改正による条文の整備であります。 

附則第２０条の２につきましては、先物取引に係

る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例の規定

でありまして、同条第１項につきましては所得割の

税率１００分の３．４を１００分の３に改め条文の

整備であります。同条第２項については、地方税法

の改正による条文の整備であります。 

附則第２０条の３につきましては、先物取引の砂

金等決済に係る損失の繰越控除の規定でありまして

地方税法の改正による条文の整備であります。第２

０条の４につきましては、条約適用利子等及び条約

適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例の規定

の追加であります。この規定は、我が国の居住者等

が条約相手国との間で支払いを受ける配当等につき

課税の取り扱いを明確化したものであります。説明

については省略いたします。 

次のページを開きまして右のページになります。 

附則第２１条につきましては、個人の町民税の負

担軽減に係る特例の規定と別表を削除するものであ

ります。第２条 上富良野町税条例の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第２０条の４につきましては、条例適用率と

及び条約適用配当等に係る個人町民税の課税の特例

の規定でありまして、同条第２項につきましては地

方税法の改正による条文の整備であります。同条第

３項につきましては、所得割の税率を改めるもので

あります。同条第５項、同条第６項については、地

方税法の改正による条文の整備であります。 

附則（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１８年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。（１）第１条中、町税条

例第９５条の改正規定及び同条例附則第１６条の２

の改正規定並びに附則第５条の規定は平成１８年７

月１日からでございます。（２）第１条中、町税条例

第５７条及び第５９条の改正規定は平成１８年１０

月１日からでございます。（３）第１条中、町税条例

第３６条の２第６項及び第５３条の４の改正規定、

同条例附則第９条の改正規定及び同条例別表を削る

改正規定並びに次条第３項の規定は平成１９年１月

１日からでございます。（４）第１条中、町税条例第

３４条の３第１項、第３４条の４、第３４条の６及

び第３４条の７の改正規定、同条例第３４条の８の

改正規定（「場合には、当該配当割額又は当該株式等

譲渡所得割額に１００分の６８」を「場合には、当

該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の

３」に改める部分を除く。）、同条例附則第５条第２

項及び第３項並びに附則第６条から第７条までの改

正規定、同条例附則第７条の２の次に１条を加える

改正規定、同条例附則第８条及び第１６条の４から

第２０条の３までの改正規定、同条例附則第２１条

を削る改正規定並びに第２条中、町税条例附則第２

０条の４第２項、第５項及び第６項の改正規定並び

に次条第２項並びに附則第３条及び第６条の規定は
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平成１９年４月１日からでございます。（５）第１条

中、町税条例第３４条の２及び第３６条の２第１項

の改正規定並びに次条第４項及び第５項の規定は平

成２０年１月１日からでございます。 

次のページをお開き願いまして、（６）第１条中、

町税条例第３４条の８の改正規定（「場合には、当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に１００分の

６８」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等

譲渡所得割額に５分の３」に改める部分に限る。）、

同条例附則第７条の２の改正規定及び第２条中町税

条例附則第２０条の４第３項の改定規定並びに次条

第６項の規定については平成２０年４月１日からで

ございます。 

第２条及び次の頁の第３条につきましては、町民

税に関する経過措置であります。以降経過措置につ

いての説明は省略させて頂きます。 

第４条につきましては、固定資産税に関する経過

措置であります。 

第５条につきましては、町たばこ税に関する経過

措置であります。次の頁をお開き願います。 

第６条につきましては、町税条例の一部を改正す

る条例（平成１７年４月１日条例第１４号）の一部

を改正するものであります。附則第２条第６項につ

いては条文の整備であります。第７条につきまして

は、上富良野町国民健康保険税条例の一部改正であ

ります。第２条第３項につきましては、課税額の規

定であり又１３条につきましては、国民健康保険税

の減額の規定でありまして介護納付金に係る課税限

度額それぞれ８万円を９万円に改めるものでありま

す。附則第２項につきましては、公的年金等に係る

所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定であ

りまして、地方税法の改正による条文の整備であり

ます。附則第１０項については、土地の譲渡等に係

る事業所得等に係る国民健康保険の保険税の課税の

特例の規定であり、同項を附則第１４項とし、附則

第９項については先物取引の砂金等の砂金等決済に

係る損失の繰越控除に係る国民健康保険の課税の特

例の規定でありまして、同項を附則第１３項とし、

附則第８項については、先物取引に係る雑所得等に

係る国民健康保険の課税の特例の規定であり、同項

を附則第１２項とし、附則第７項については、特定

中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除

等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定であり

まして、同項を附則第１１項とし、附則第６項につ

いては、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係

る国民健康保険税の課税の特例の規定であり、同項

を附則第１０項とし、附則第５項については、株式

等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例であり、同項を附則第９項とし、附則第４項に

ついては、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例の規定であり、同項を附則第８項とし、附

則第３項については、長期譲渡所得に係る国民健康

保険税の課税の特例の規定であり、同項を附則第７

項とし、それぞれ各項において地方税法の改定によ

る条文の整備であります。附則第２項の次に附則第

３項、附則第４項、附則第５項、附則第６項を加え

ます。附則第３項及び第４項については、平成１８

年度分及び平成１９年度分の公的年金等所得に係る

国民健康保険税の減額の特例の規定でありまして、

公的年金等控除の適用のあるものについて、被保険

者均等割、平等割の軽減判定の基準である総所得金

額から平成１８年、平成１９年度において、それぞ

れ２８万円、２２万円を控除するものであります。

附則第５項、附則第６項については、平成１８年度、

平成１９年度における国民健康保険税に係る所得割

額の算定の特例の規定でありまして、平成１８年度

は平成１７年中、平成１９年度は平成１８年中に公

的年金等控除の適用を受けたものについて、国民健

康保険税の所得割額の算定において平成１８年度、

平成１９年度においてそれぞれ１３万円、７万円特

別控除するものであります。附則第１５項について

は、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例の規定でありまして、地方税法の改正による条

文の追加であります。最後の頁になりますが、附則

第１６項については条約適用配当等に係る国民健康

保険税の課税の特例の規定でありまして、地方税法

の改正による条文の追加であります。第８条につき

ましては、上富良野町国民健康保険税条例の一部改

正に関する適用区分の規定でありまして、改正後の

上富良野町国民健康保険税条例は、平成１８年４月

１日から施行する。ただし、附則第３項から附則第

８項までの改正規定は、平成１９年４月１日から施

行する。２、改正後の上富良野町国民健康保険税条

例の規定は、平成１８年度以降の年度分の国民健康
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保険税について適用し、平成１７年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 

以上をもちまして上富良野町税条例の一部を改正

する条例の専決処分についての報告と致します。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、ご

質疑があれば受けます。 

１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 附則第９条を次のように

改めるという３ぺージでございますが、所得税の額

の特例等のところで、５番目の附則第１６条の第８

項の耐震基準適合住宅のところでございますが、こ

の耐震基準適合住宅に係る耐震の改修が完了した日

から３ヶ月以内に次の基準を満たすことを証する書

類を添付するということになっておりますけど、こ

の規定の中の３番目のところでございますが、家屋

の建築年月日及び登記年月日とありますが、これは

いつ建てたものでもよろしいんでしょうか。そこの

ところをちょっと教えていただきたいんですけども。 

何年以降という事になるんでしょうか。何年に建て

たものでもよろしいという事なんでしょうか。ちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

○税務課長（高木香代子君） 基準がございまして、

５７年１月１日に存在した住宅について、工事が３

０万円以上のものについて対象にしているものでご

ざいます。それから床面積が１戸当たり１２０㎡相

当分まで、それからこの適用でございますが平成１

８年１月１日から平成２１年１２月３１日まで改修

した場合は３年間、平成２２年１月１日から平成２

４年１２月３１日まで改修した場合は２年間、平成

２５年１月１日から平成２７年１２月３１日までに

改修した場合は、１年間という規定でございます。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければこれをもっ

て本件の報告を終わります。 

 

 

◎日程第４ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第２号専決

処分（衣川橋橋梁架替工事（下部工）請負契約変更

の件）の報告を行います。 
本件の報告を求めます。 

建設水道課長。 

○建設水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた

だきました報告第２号につきまして専決処分の経緯

をご説明申し上げます。 

本工事は平成１７年１２月２８日議決をいただき、

工期を平成１８年３月３１日までとし株式会社アラ

タ工業が工事を進めて参りましたが、工事期間中に

橋台の土砂掘削におきまして当初想定しておりまし

た岩掘削が、高いラインで発生した事から岩掘削料

を増額し設計変更する事で、平成１８年３月２２日

専決処分を行い契約変更を行ったものでございます。

以下朗読をもって説明とさせていただきます。 

報告第２号専決処分報告の件。地方自治法第１８

０条第１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について、次のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。記。処分事項。

衣川橋橋梁架替工事（下部工）請負契約変更の件。

裏面を見ていただきたいと思います。専決処分書。

衣川橋橋梁架替工事（下部工）請負契約の締結（平

成１７年１２月２８日議決を経た議案第２１号に係

るもの）を、次により変更するため、地方自治法第

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。平成１８年３月２２日。上富良野町長尾岸孝

雄。記。変更事項。契約金額変更前５，２２９万円。

変更後につきましては、１１万５，５００円増の５，

２４０万５，５００円でございます。以上専決処分

の報告とします。ご了承賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければこれをもって本件

の報告を終わります。 

 

 

◎日程第５ 議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第１号専決

処分（平成１７年度上富良野町一般会計補正予算（第

７号））の承認を求める件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ただいま上程いた
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だきました議案第１号平成１７年度上富良野町一般

会計補正予算（第７号）の専決処分を行いました要

旨をご説明申し上げます。 

本件は、これから申し上げます４点の要因により

まして年度末の３月３１日をもって町長において専

決処分を行った次第であります。 

１点目は、普通交付税、特別交付税についてであ

りますが、３月交付分の決定の結果、普通交付税に

おいては６０５万３，０００円が追加交付され、総

額２６億４９４万３，０００円で、前年度対比０．

２％減となり、特別交付税においては、当初予算よ

り２，４１４万８，０００円増の総額２億６，４１

４万８，０００円で、前年度対比１０．７％減とな

ったところであります。普通交付税においては、前

年７月時点での交付額調整分が全額戻入れとなり、

特別交付税においては当初予算計上時点で、全国的

に合併の動向等のなかにおいて特殊要因に該当しな

い自治体におきましては、過大見積りをしないよう

の旨、助言を受けておりました。結果といたしまし

て、本町におきましては先程申し上げました２，４

１４万８，０００円の増となったところであります。

このほか国から交付される地方譲与税をはじめ各種

の交付金額の確定に合わせて、予算の更正手続きを

とったところであります。加えまして、町税の収納

につきましても諸対応によりまして４５８万３，０

００円を増額計上したところであります。 

２点目は、寄付関係でありますが、上富良野振興

公社から１，５００万円、また町民の方から２件で

７万円頂戴いたしました。寄付を頂きました方の趣

旨に沿いまして、予算措置を講じたところでござい

ます。 

３点目は、既定の事業に関しましてでありますが、

島津地区道営経営体育成基盤整備事業に関わる道費

負担率の変更に伴い、繰越明許費分の金額の増額を

行ったところであります。また草分地区道営農地防

災事業ほか３事業につきましても、事業費の最終確

定により財源として見込んでおりました起債額に変

更が生じました。特に郷土館天井石綿吹付け改修事

業においては、当初の見込みより対象範囲が拡大さ

れた内容で、制度運用となったところから起債限度

額が大幅に増額になっております。その他既定の事

務事業に関わる予算につきましても、必要に応じま

して予算の減額補正を行いましたほか、特に新たな

対応を必要とするものにつきましては、予算化を図

ったところであります。 

４点目は、これまで申し上げました案件の調整の

結果、さらに財源的に余剰となります部分につきま

しては、今後の財政需要に備え財政調整基金へ３，

０００万円、十勝岳地区開発事業基金へ１，０００

万円、減債基金へ４，０００万円をそれぞれ積み立

てることを内容として予算の専決処分を行った次第

でございます。 

それでは以下議案の説明につきましては、議決項

目の部分につきまして説明をし、予算の事項別明細

書につきましては省略させていただきますのでご了

承賜りたいと思います。 

議案第１号。専決処分の承認を求める件。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

記。 

処分事項、平成１７年度上富良野町一般会計補正

予算（第７号）。 

裏面をご覧いただきたいと思います。 

専決処分書。 

平成１７年度上富良野町一般会計補正予算（第７

号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

平成１８年３月３１日、上富良野町長尾岸孝雄。 

それでは、予算書につきましては、議決対象項目

につきまして朗読して参ります。 

平成１７年度上富良野町一般会計補正予算（第７

号）。 

平成１７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，

９７３万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７６億６，５５１万８，００

０円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 
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第２条繰越明許費の変更は、「第２表繰越明許費補

正」による。 

（地方債の補正） 

第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」に

よる。 

１ページに移ります。 

この第１表につきましては、款ごとの名称と補正

額のみ申し上げます。 

第１表。歳入歳出予算補正。 

１歳入。１款町税４５８万３，０００円。２款地

方譲与税５８万６，０００円。３款利子割交付金２

１５万２，０００円。４款配当割交付金５５万６，

０００円。５款株式等譲渡所得割交付金１４３万円。

６款地方消費税交付金１，１３６万円の減。７款国

有提供施設等所在市町村助成交付金３７万４，００

０円の減。８款自動車取得税交付金１５１万８，０

００円。１０款地方交付税３，０２０万１，０００

円。１１款交通安全対策特別交付金５万３，０００

円。１４款国庫支出金７８万１，０００円。１５款

道支出金３３万６，０００円。１７款寄付金１，５

０７万円。 

２ページに移ります。 

１８款繰入金４万３，０００円の減。２０款諸収

入９４万４，０００円。２１款町債３３０万円。歳

入合計４，９７３万３，０００円となります。 

３ペ－ジをお開き願います。 

２歳出について申し上げます。２款総務費３，０

００万円。４款衛生費１９万３，０００円。６款農

林業費９４万４，０００円。７款商工費１，０００

万円。１０款教育費５万２，０００円の減。１２款

公債費４，０００万円。１５款予備費３，１３５万

２，０００円の減でございます。歳出合計が４，９

７３万３，０００円となります。 

次に４ページに移ります。 

第２表繰越明許費補正であります。 

ここにつきましては、記載の事業につきまして道

費負担率の変更に伴いまして、金額の増額を行った

ところでございます。次に第３表地方債補正であり

ます。記載の４件の事業につきまして、冒頭説明申

し上げました事業費の最終確定に伴い、変更をいた

すものであります。 

以上議案第１号平成１７年度上富良野町一般会計

補正予算（７号）の専決処分の内容の説明といたし

ます。お認め下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって質疑、討論を

終了いたします。 

これより議案第１号を採決いたします。 

本件は原案のとおり承認することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり承認されました。 

 

 

◎日程第６ 議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第２号専決

処分（平成１７年度上富良野町老人保健特別会計補

正予算（第４号）の承認を求める件を議題といたし

ます。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第２号の専決処分を行いました平成１７

年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第４号）

につきまして、提案の要旨をご説明申し上げます。 

平成１７年度におきまして高額な医療費の発生に

より、医療給付費が見込みより増加した為３月３１

日付けで専決処分を行いましたので、承認を求める

ものであります。 

以下、議案を朗読しながら要点の説明をして参り

ます。 

議案第２号専決処分の承認を求める件。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

記。 

処分事項、平成１７年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第４号）。 

次に専決処分に移ります。 

専決処分書。 

平成１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予
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算（第４号）を地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。 

平成１８年３月３１日。上富良野町長尾岸孝雄。 

次に予算内容に入ります。 

平成１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予

算（第４号）。 

平成１７年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９

９４万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１３億２，０４５万８，０００

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

１ページをお開きいただきたいと存じます。 

第１表 歳入歳出予算補正。 

款及び補正額のみ申し上げます。 

１、歳入  

１款支払基金交付金５１０万８，０００円。２款

国庫支出金２１３万８，０００円。３款道支出金５

３万５，０００円。４款繰入金１９万３，０００円。

６款諸収入１９７万３，０００円。歳入補正合計と

いたしまして９９４万７，０００円となります。２

歳出。１款総務費３４万２，０００円の減。２款医

療諸費１，０２８万９，０００円。歳出補正合計と

しまして９９４万７，０００円となります。 

次ページ歳入歳出予算補正事項別明細書以降につ

きましては、説明を省略させていただきます。 

以上で説明といたします。ご審議賜りましてお認

めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって質疑、討論を

終了いたします。 

これより議案第２号を採決いたします。 

本件は原案のとおり承認することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。よっ

て本件は原案のとおり承認されました。 

 

 

◎日程第７ 議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第３号平成

１８年度上富良野町一般会計補正予算（第１号）の

件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ただいま上程いた

だきました議案第３号平成１８年度上富良野町一般

会計補正予算（第１号）の提案要旨につきまして、

ご説明申し上げます。 

本件は、ベベルイ川砂防事業につきまして平成１

７年度に行った基本設計において、ベベルイ川支流

の土砂対策として新たに沈砂地工の設計が必要とな

り、施工箇所が演習場内であることから訓練実施で

調査期間が限定され、また降雪前に調査完了させる

為に早期対応を図りたく、この度実施設計費の予算

措置をお願いするものであります。 

以下議案の議決事項のみご説明申し上げます。 

議案第３号、平成１８年度上富良野町一般会計補正

予算（第１号）。 

平成１８年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１，３５９万８，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６７億３，１５９万８，

０００円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

１ページをお開き願います。 

第１表、内容につきましては、議決項目でありま

す款と補正額を朗読し説明といたします。 

歳入歳出予算補正。 

１、歳入。 

１４款国庫支出金１，３５９万８，０００円。歳

入合計１，３５９万８，０００円。２歳出。８款土

木費１，３５９万８，０００円。歳出合計１，３５

９万８，０００円でございます。 
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２ページ以降につきましては、この補正予算に関

する説明書部分でありますので、ご高覧頂いている

ことで説明については省略させていただきます。 

これをもちまして議案第３号平成１８年度上富良

野町一般会計補正予算（第１号）の説明を終わりま

す。 

ご審議いただきまして原案をお認め下さいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。質疑に入ります。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって質疑討論を終

了いたします。 
これより議案第３号を採決いたします。 
本件は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。よっ

て本件は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第８ 議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第４号平成

１８年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第４号平成１８年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

趣旨をご説明申し上げます。 

平成１７年度老人保健特別会計決算におきまして、

当該年度中の国等の交付額が必要額に不足し、約３，

９００万円程度の歳入不足を生じる見込みであり、

その不足額を平成１８年度老人保健特別会計より繰

り上げ充用するものであります。 

以下議案を朗読しながら説明と致します。 

議案第４号平成１８年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第１号）。 

平成１８年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３，９１２万４，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億９，３７９万４，

０００円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

１ページをお開きいただきたいと存じます。 

第１表、歳入歳出予算補正。 

款及び補正額のみ申し上げます。 

１、歳入。 

１款支払基金交付金。１，０３１万１，０００円。

２款国庫支出金２，５９３万円。３款道支出金２８

８万３，０００円。 

歳入補正合計としまして３，９１２万４，０００

円となります。 

２、歳出。 

３款諸支出金３万１，０００円。４款前年度繰上

充用金３，９０９万３，０００円。歳出補正合計と

しまして３，９１２万４，０００円となります。 

次ページ歳入歳出予算補正事項別明細書以降につ

きましては、説明を省略させていただきます。 

以上で説明といたします。ご審議賜りましてお認

めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま 

す。質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって質疑討論を終

了いたします。 
これより議案第４号を採決致します。 
本件は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。よっ

て本件は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第９ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 発議案第１号高

校再編に伴う北海道上富良野高等学校の存続を求め

る意見の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 
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１０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 発議案第１号として、高

校再編に伴う北海道上富良野高等学校の存続を求め 

る意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

平成１８年５月１２日提出。上富良野町議会議長

中川一男様。 

提出者、上富良野町議会議員仲島康行。 

賛成者、同じく中村有秀君。長谷川徳行君。 

提出先北海道知事。北海道教育委員会教育長。 

高校再編に伴う北海道上富良野高等学校の存続を

求める意見書。 
 北海道上富良野高等学校は昭和２３年１０月に北

海道富良野高等学校上富良野分校として設置認可さ

れ、常に地元の高等学校として５７年間にわたり地

域の高校教育の推進に寄与し、卒業生３，２９２名

を輩出し、あらゆる分野において活躍しているとこ

ろであります。 
この北海道上富良野高等学校が上富良野町に存在

することにより、中富良野町をはじめ近隣市町村か

らの入学希望者もあり、富良野圏域が一体となった

高校教育の振興が図られるとともに地域の発展や経

済の活性化にも大きく貢献されております。 
北海道上富良野高等学校の運営においては、学力

の向上はもとより、地域の特徴を生かした取り組み

を実施し、上富良野町最大のイベントである「花と

炎の四季彩まつり」にも積極的に参加し、地域と密

着した特色ある学校づくりに努めており、上富良野

町民をはじめ近隣の市町村からの期待も高まってい

るところであります。 
平成１７年１２月に北海道教育委員会は、高校教

育推進検討会議から、「これからの本道における高校

教育のあるべき姿とそれを踏まえた高校配置のあり

方について」の答申を受け、平成１８年２月に『新

たな「高校教育に関する指針」』の素案を公表し、北

海道議会文教委員会に説明して、平成１８年度中に

指針を策定する予定と聞いております。 
北海道教育委員会の指針の素案は、ほぼ高校教育

推進検討会議からの答申にそった内容であり、高校

の適正規模の基本を１学年あたり４から８学級とし、

１学年３学級以下の高校は、原則として、近隣高校

との再編整備による学校規模の適正化を図り、１学

年２学級以下の小規模校は、再編整備するとの内容

になっております。 
北海道上富良野高等学校は、１学年２学級であり

生徒の約７割が上富良野町内出身者で、中富良野町

や富良野市からも通学している状況にあります。 
また、本町の恵まれた自然環境の中で地域の特性

を生かし、小規模校特有の特色ある地域に根ざした

教育を希望する生徒が増えつつあり、これまでも地

域経済を担う若者を数多く社会に送り出し、また、

昨年の新校舎落成を機に「上富良野高等学校サポー

ターズクラブ」が組織され、上高、地域、家庭が一

体となって上富良野高等学校を支える体制ができた

ところであり、町内の小・中・高校と連携した人づ

くりや町民との交流など、本町のまちづくりにおい

て大きな存在となっております。 
 北海道教育委員会の指針の素案がそのまま実施さ

れますと、北海道上富良野高等学校は再編整備の対

象となり、上富良野町から道立高校がなくなること

は地域の活性化や経済にもおおきな影響をもたらし

ます。 
つきましては、以上のような地域の実情をご理解

いただき、北海道上富良野高等学校の存続を強く求

めるものであります。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 
平成１８年５月１２日。北海道空知郡上富良野町

議会議長中川一男。 
以上よろしくお認め下さいますようお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって質疑討論を終

了いたします。 
これより発議案第１号を採決いたします。 
本件は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。よっ

て本件は原案のとおり可決されました。 
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◎閉会宣告 

○議長（中川一男君） 以上をもって、本臨時会に

付議された案件の審議は、全部終了いたしました。 

これにて、平成１８年第１回上富良野町議会臨時会

を閉会いたします。 

午前１０時１０分 閉会 
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